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商品・サービスの紹介

かんぽ生命の保険商品及び特徴1

1-1 保険種類一覧

ご契約の目的 保険種類 
愛称・加入年齢範囲 

0歳 10歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 

勤労者の財産形成に 

生涯保障をお考えの方へ 

財形終身年金保険 

生涯保障のバランスをお考えの 
方へ 

生涯保障に「楽しみ」をプラス 
したい方へ 

老後の不安解消に一役 

少ない負担で保障は大きく 

保障と満期のお楽しみをお考え 
の方に 

充実した保障と満期の楽しみを 
お考えの方に 

病気と一緒にがんばる方へ 

教育資金の準備をお考えの方へ 

教育資金の準備にさらに安心を 
プラスしたい方へ 

生涯の保障と年金がセットに 

生涯のゆとりある老後をお考え 
の方へ 

長生きのパートナーに 

要介護の状態をサポート 

ゆとりある老後をお考えの方へ 

定額型終身保険 

2倍型終身保険 

5倍型終身保険 

特別終身保険 

介護保険金付終身保険 

普通定期保険 

普通養老保険 

2倍型特別養老保険 

5倍型特別養老保険 

10倍型特別養老保険 

特定養老保険 

学資保険 

育英年金付学資保険 

終身年金保険付終身保険 

定額型終身年金保険 

逓増型終身年金保険 
 

介護割増年金付終身年金保険 

定期年金保険 

財形積立貯蓄保険 
 

財形住宅貯蓄保険 

新ながいきくん（定額型）　20～65歳 

36～54歳 

新ながいきくん（ばらんす型2倍） 
20～60歳 

新ながいきくん 
（ばらんす型5倍）　20～55歳 

新ながいきくん（おたのしみ型） 
20～65歳 

新シルバー保険　20～65歳 

新普通定期保険　15～50歳 

新フリープラン　0～75歳 

新フリープラン（2倍保障型） 
15～65歳 

新フリープラン（5倍保障型） 
15～60歳 

新フリープラン（10倍保障型） 
15～55歳 

新一病壮健プラン 
40～65歳 

新学資保険 
0～12歳 

18～55歳（男性） 

16～55歳（女性） 

新育英学資 
0～12歳 

18～55歳（男性） 

16～55歳（女性） 

新トータルプランしあわせ 
25～55歳 

新定額型終身年金保険　20～75歳 

新逓増型終身年金保険　20～75歳 

新シルバー年金あんしん 
25～65歳 

新定期年金保険 
45～70歳 

15～65歳 

15～54歳 

※学資保険及び育英年金付学資保険の加入年齢は、　　　　が被保険者、　　　　が保険契約者です。 

（平成20年7月2日現在）
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1-2 主な特約・特則一覧

特約・特則の名称 特　約　の　概　要

災害特約

介護特約

無配当傷害入院特約

無配当疾病傷害入院特約

指定代理請求特則

不慮の事故による死亡や身体障がいに備える特約

不慮の事故による死亡、身体障がい、病気又は不慮の事故による特定要介護状態に備える特約

不慮の事故による所定の入院、手術、長期入院に備える特約

病気又は不慮の事故による所定の入院、手術、長期入院に備える特約

保険金等の受取人（被保険者）ご本人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき、
ご本人に代わって指定代理請求人（ご家族等）が保険金等を請求できます。
（P59参照）

※特約保険金のお支払事由やお支払いの制限事項等各項目についての詳細は、「ご契約のしおり・約款」でお確かめください。

1-3 加入限度額について

当社の保険契約については、法律及び政令により、被保

険者さま１人についてご加入いただける保険金額の限度

（加入限度額）が定められています。この加入限度額を超え

たお申込みがあった場合は、そのお申込みをお断りするこ

とになります。また、ご契約又は特約の締結後に加入限度

額の超過が判明した場合には、そのご契約又は特約を解除

させていただきます。

なお、被保険者さまが、管理機構が日本郵政公社から承

継した簡易生命保険契約にご加入されている場合には、当

社の生命保険にご加入いただける保険金額は、加入限度額

から簡易生命保険契約の保険金額を差し引いた額となり

ます。

保険（基本契約）の加入限度額 

15歳以下 

16歳以上 

被保険者さま1人につき　　　700万円 

被保険者さま1人につき　　 1,000万円 

年金（基本契約）の加入限度額 

被保険者さま1人につき　　　初年度年額90万円 

（注1）特定養老保険に加入する場合は500万円まで、55歳以上の被保険者さまが普通
定期保険・特別養老保険に加入する場合は800万円までとなります。 

（注2）20歳以上55歳以下の被保険者さまは、加入後４年以上経過した保険契約があ
る場合、最高1,300万円まで加入できます。 

※法令で定める加入限度額の仕組みを図示したものであり、実際に加入できる年齢と相違する部分があります。 

１，０００万円 １，０００万円 

１，３００万円 

７００万円 

０歳 
 

１５歳 
 
２０歳 

 
５５歳 

 

０～１５歳 ２０～５５歳 

１，０００万円 

５６歳～ 

８００万円 

加入後 
4年以上経過したご契約がある場合 （ ） 

55歳以上の方が 
普通定期保険・ 
特別養老保険に 
加入する場合 （ ） ５００万円（特定養老保険に加入する場合） 

１６～１９ 
歳 

（平成20年7月2日現在）
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特約の加入限度額 

基本契約ごとに付加できる特約の種類 

（注１）基本契約１件に付加できる特約は、災害特約又は介護特約のいずれか１種類と、無配当傷害入院特約、無配当疾病傷害入院特約のうち
１種類又は２種類の合わせて最高３種類までとなります。 

（注２）平成19年10月１日から平成20年７月１日までにご契約された夫婦保険、夫婦年金保険及び夫婦年金保険付夫婦保険にもこれらの特約
を付加することができます（介護特約を除きます。）。この場合、主たる被保険者さまのみに特約を付加することができます。 

保険種類 
特約種類 

災害特約 介護特約 
無配当傷害入院 

特約 
無配当疾病傷害 
入院特約 

普通養老保険 

特別養老保険 

特定養老保険 

学資保険 

育英年金付学資保険 

普通終身保険 

特別終身保険 

介護保険金付終身保険 

普通定期保険 

終身年金保険 

定期年金保険 

介護割増年金付終身年金保険 

終身年金保険付終身保険 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

○ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

○ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

特約種類 加入限度額 備　考 

災害特約 

介護特約 

傷害入院特約 

疾病入院特約 

疾病傷害入院特約 

無配当傷害入院特約 

無配当疾病傷害入院特約 

被保険者さま１人につき 

合計　1,000万円 

・特約を付加する基本契約の保険金額の範囲内が

限度となります。 

・災害特約及び介護特約とは別枠です。 

・特約を付加する基本契約の保険金額の範囲内が

限度となります。 

被保険者さま１人につき 

合計　1,000万円 
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ご契約のお申込みから成立まで2

個人保険のご加入時の、一般的なお手続きの流れは、次のとおりです。

商品別リーフレット、保障設計書（契約概要）等により、お客さまのニーズに合ったプランをお選びいただきます。

（1）プランの検討

お客さまが商品や制度の内容を知らなかったために不利

益を被られることのないよう、保障内容、保険金支払に関

する制限事項、告知義務違反、加入限度額に関する事項等、

お客さまに特にご確認いただきたい事項をまとめた「保障

設計書（契約概要）」「ご契約に関する注意事項（注意喚起

情報）」等を事前にご説明し、お渡ししています。

「ご契約のしおり」とともに、ご契約前に必ずお読みいた

だき、内容をご確認・ご了解の上、お申込みください。

（2）重要事項説明・デメリット情報の提供

当社では、生命保険にご加入されるお客さまが、その

生命保険商品、制度等を知らなかったために、デメリッ

ト（不利益）を被ることがないよう、お客さまへの商品

説明の際、「デメリット情報」の提供を徹底しています。

この「デメリット情報」については、お申込みの際に

「保障設計書（契約概要）」及び「ご契約に関する注意事

項（注意喚起情報）」並びに「ご契約のしおり」に明示

しているほか、お客さま向けの各種ご案内書等にも記載

し、その徹底を図っています。

（注）平成20年７月から、契約内容を具体的にご説明する「保障設
計書（契約概要）」と「ご契約に関する注意事項（注意喚起
情報）」を改訂し、従来の「特に重要なお知らせ」の記載内
容を取り込むことで、手続きに必要な書類の削減に努め、お
客さまによりわかりやすい内容の帳票としました。

ご契約者さまご自身に「ご意向確認書」をご記入いただ

き、ご要望に合った商品内容であるかどうか等、お申込み

の前に改めてご確認いただきます。「保険契約申込書」は、

ご契約者さま・被保険者さまご自身で記入・押印いただき、

「ご契約のしおり」の受領確認印もいただいています。

（3）お申込み

当社は、お客さまから正しい告知をいただくために、生

命保険の募集及び告知を受領する際にお客さまに特にご留

意いただきたい事項を商品別リーフレット、保障設計書（契

約概要）、ご契約に関する注意事項（注意喚起情報）、質問

表（告知書）に記載しています。

（4）告知

●告知をしていただく義務について

被保険者さま（学資保険又は育英年金付学資保険の場

合はご契約者さまを含みます。以下同様とします。）に

は、健康状態等について告知をしていただく義務があり

ます。被保険者さまの過去の傷病歴や現在の健康状態等

については、「質問表（告知書）」に事実をありのまま正

確に漏れなく告知してください。
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●告知義務違反について

告知していただく内容は質問表（告知書）に記載してあ

ります。もし、これらについて、悪意又は重大な過失によ

って、その事実を告知されなかったり、真実と違うことを

告知された場合、原則として責任開始の日から起算して２

年以内であれば、当社は、告知義務違反としてご契約又は

特約を解除することがあります。この場合には、原則とし

て保険金等のお支払いを行うことができず、お客さまに不

利益となりますので、十分にご注意ください。

お申込みの際には、当社所定の「保険料充当金領収証」

をお渡ししています。この「保険料充当金領収証」には、

お申込みの際の受領金額等が記載されていますので、記

載内容をご確認ください。

お申込みに際しては、第１回保険料相当額をお払込みい

ただきます。

（5）保険料のお払込み

ご契約のお申込みを承諾させていただくかどうかについ

ては、お申込みいただいた後、加入限度額（P47参照）、健

康状態等に関する告知内容、過去のご契約のお申込み、入

院保険金等のご請求内容等を考慮して判断させていただき

ます。

なお、基本契約と特約を同時にお申込みいただいた場合、

健康状態等に関する被保険者さまからの告知内容、過去の

ご契約のお申込み、入院保険金等のご請求内容等により基

本契約のみを当社が承諾し、特約についてはお申込みを承

諾できないことがあります。

（6）当社でのお引受けの判断

●ご契約の責任を開始する時期について

ご契約のお申込みを当社が承諾した場合には、第１回保険

料（第１回保険料相当額）のお払込み及び告知がともに完了

した時点に遡及して、当社はご契約上の責任を負います。

●当社からのご契約確認

ご契約のお申込みの際、又はご契約締結後に、本社・サー

ビスセンター・支店又は郵便局の担当者からお申込み内容や

告知内容について、書面、電話又は訪問により確認させてい

ただく場合があります。

保険契約申込書に記載された保険種類等のお申込みの内

容は、お申込みの承諾の通知に代えて後日お届けする「保

険証券」に記載してあります。「保険証券」が届きました

ら、保険種類、保険金額、ご契約者さま・被保険者さまの

氏名や生年月日・性別、その他の記載事項をお確かめの上、

大切に保管してください。

万一、お申込みの内容と相違している場合には、かんぽ

コールセンター（0120-552950）にお知らせください。な

お、保険証券を送付する際に、申込年月日、受領金額等を

記載した挨拶状を同封しておりますので、この内容につい

ても必ずご確認ください。

（7）ご契約の成立

●クーリング・オフ制度

お申込みされた方（契約締結後はご契約者さま）は、

「保険契約の申込日」又は「第１回保険料（第１回保険

料相当額）の領収証の受領日」のいずれか遅い日から、

その日を含めて８日以内であれば、書面によるお申出に

より、ご契約のお申込みの撤回（契約締結後は解除）す

ることができます。

この場合、撤回をされる方が正当な権利者（お申込み

された方又はご契約者さま）であることを証明できる書

類（運転免許証、健康保険被保険者証等（原本））をご

持参の上、お申込みを撤回する旨及び必要事項を記載し

た書面を、前記の期間内に支店又は郵便局にご提出又は

ご送付ください（郵送でも可能です）。
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コンサルティングセールスの充実3

3-1 営業職員

（1）営業職員の概要

当社は、全国80の直営店営業職員により職域・法人マーケットを中心とした保険募集を行っています。

（2）研修の概要

当社の営業職員に対しては、法人のお客さまが抱えるニ

ーズに的確にお応えできるよう、高度な知識と倫理観を持

った営業職員の育成に努めています。

入社後２年間を基礎研修期間と位置づけ、本社で開催す

る集合研修・業界共通教育等を通じてコンサルティング営

業に必要な能力を習得します。

また３年目以降についても、質の高いコンサルティング

営業ができる豊富な知識とスキルを兼ね備えた人材の育成

を目指し、課題別に各種の研修を実施しています。

●当社が目指す営業職員の人材育成

１　お客さまとのふれあいを大切にする人材の育成

２　お客さまから安心いただけるよう、正確な情報を責任をもって提供できる人材の育成

３　一人ひとりのお客さまのニーズを踏まえた保険商品の提案が行える人材の育成

経験 
年数 

研修
概要 

入社 1年目 2年目 3年目以降 

業界共通教育 

営業拠点におけるOJT（販売技能教育） 

新
入
社
員
研
修 

課題別研修 

● 金融商品知識 
● セールススキル 
● コミュニケーションスキル 
● 課題解決力 
● 財務分析 
● 高度な税務知識 
● ビジネススキル 
● コンプライアンス　等 

法人基礎研修 

● 営業活動における心構え 
● 販売実践（ロールプレイング） 
● 知識 
　・ 商品、業務 
　・ 税務基礎 
　・ 財務基礎 
● コンプライアンス　等 
 

一
般
課
程
研
修
（
登
録
前
・
登
録
後
研
修
） 

基礎研修期間 

当社は、全役職員の商品知識及びコンサルティング能力

の向上に努めることを勧誘方針に掲げており、営業職員や

代理店への研修・教育を通じて、お客さま一人ひとりのラ

イフプランに応じたコンサルティングセールスの向上に努

めています。
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3-2 募集代理店

（1）募集代理店の概要

当社は、郵便局株式会社と生命保険募集代理店委託契約

を締結し、全国の郵便局ネットワークを通じて住域・個人

マーケットを中心とした保険募集を行っています。

また、簡易郵便局（郵便窓口業務等受託者）と生命保険

募集委託契約を締結しています。

（2）研修の概要

生命保険募集人となる者に対し、当社の支店の社員によ

り、コンプライアンスの徹底、適正な営業活動、業務知識

の向上等を目的に研修を実施しています。

このほか、郵便局株式会社が実施する研修等に対して、

当社の社員を講師として派遣するなどの支援を行ってい

ます
　

。

委託業務 

説明会 
一般課程試験 

一般課程研修 

（登録前研修） 

一般課程研修 

（登録後研修） 
・コンプライアンス 
・適正な営業活動 
・商品知識、業務知識 

株式会社かんぽ生命保険の勧誘方針

Ⅰ 基本方針
当社は、「お客さまとともに未来を見つめて『最も身近で、最も信頼される保険会社』を目指します。」という経営理念のもと、
常にお客さま一人ひとりの立場に立って、分かりやすく利用しやすい商品とサービスをご提供することに努めてまいります。
また、商品の販売にあたっては、法令及び社会規範等を遵守した適正な販売に努めてまいります。

1 お客さまへの適切な商品提案とご理解いただける商品説明に努めます。
お客さまのご意向、知識や経験、資産状況、ライフプラン等を踏まえた適切な商品提案に努めるとともに、商品内容をお客
さまに十分ご理解いただけるよう「契約概要」、「注意喚起情報」等を書面でお渡ししてご説明いたします。

2 お客さまの立場に立った適切な勧誘に努めます。
お客さまへの訪問・電話連絡等にあたっては、お客さまの立場に立ち、販売の方法、場所、時間帯等に配意いたします。

3 お客さまサービスの向上のための教育・研修に努めます。
教育・研修体系の充実を図り、全役職員の商品知識及びコンサルティング能力の向上に努め、最適な保障プランを提供でき
るよう、お客さまサービスの一層の向上を図ります。

4 お客さまに関する情報は適正に取り扱います。
商品の提供にあたって知り得たお客さまに関する情報は、厳正に管理を行うなど、適正に取り扱います。

Ⅱ お客さま窓口
ご相談・お問い合わせについては、下記までお願いします。

●かんぽコールセンター　0120-552950（通話料無料）
（ここにきこう）

平日　　9：00～21：00 土・日・休日　9：00～17：00
（1月1日～3日を除きます。）
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4-2 その他の大切なお知らせ

当社より、ご契約の満期のご案内、保険料のお払込みの

ご案内等、各種の通知をお送りすることがございますが、

いずれも大切なご案内ですので、必ずご確認いただきます

ようお願いします。

また、当社からの各種の通知を確実にお届けするために、

ご契約者さま及び被保険者さまのご住所の変更やお名前を

改姓等された場合には、ご契約者さまからすみやかに当社

又は郵便局までお届けいただきますようお願いします。

4-1 「ご契約内容のお知らせ」「保険料払込証明書」の送付

契約期間中の情報提供4

毎年１回、ご加入のご契約の現況について、保障内容や

ご利用いただける契約者貸付の金額等をお知らせする「ご

契約内容のお知らせ」をお送りしています。

また、毎年１回、生命保険料又は個人年金保険料に係る

所得控除の申告書を提出する際に必要な生命保険料又は個

人年金保険料のお払込みを受けたことを証明する「保険料

払込証明書」をお送りしています。

送付条件等葉書又は封書による通知の別

「ご契約内容のお知らせ」と「保険料払込証明書」が一体となった葉書
をお送りします。

「ご契約内容のお知らせ」と「保険料払込証明書」が一体となった通知
を封書にてお送りします。

「ご契約内容のお知らせ」のみ記載した葉書をお送りします。

「保険料払込証明書」のみ記載した葉書をお送りします。

「保険料払込証明書」のみ記載した通知を封書にてお送りします。

同一のご契約者さまのご契約が複数件数ある場合、ご契約の件数によ
っては、封書が２通以上になったり、封書と葉書の２種類でお知らせ
することがあります。

保険料の払込みを要しなくなったご契約等所定の要件に該当するご契
約に対してお送りするものです。

保険料の払込状況やご契約者さまの住所・氏名の情報等が、所定の要
件に該当するご契約に対してお送りするものです。

同一のご契約者さまのご契約が複数件数ある場合で、保険料払込状況
やご契約者さまの住所・氏名の情報等が、所定の要件に該当するご契
約に対してお送りするものです。

※上記の送付条件等に該当しても、所定の要件に該当するご契約については、「ご契約内容のお知らせ」「保険料払込証明書」をお送りしていない場合
があります。
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4-3 インターネットによる契約情報提供及びお手続きのご案内等

（1）かんぽネットクラブ

当社が提供する「かんぽネットクラブ」をご利用の方に

ついては、利用登録をされたご契約について、次のような

サービスを行っています。

●契約情報提供サービス

「ご契約の内容」「お貸付けできる金額」「お貸付けの弁済

額」等をご利用者のパソコン又は携帯電話端末のブラウザ

にてご確認いただけるサービスです。

●ネット通知サービス

「ご契約内容のお知らせ」「保険料払込みのご案内」「貸付

金返済のご案内」をご利用者のパソコンのブラウザにてご

確認いただけるサービスです。

なお、ネット通知サービスのご利用期間中は、ネット通

知サービスの対象となる各種の通知について、郵送による

送付を行っていません。

（2）住所等変更届の受付

当社のホームページより、住所や電話番号の変更の受付

を行うことができます。

この場合、後日、郵便局等からお電話等で確認させてい

ただきます。

（3）保険料払込証明書の再発行の受付

保険料払込証明書の紛失等により、再発行をご希望され

る場合、当社のホームページよりご請求いただくことがで

きます。この場合、登録されているご住所に保険料払込証

明書を郵送いたします。

（4）各種手続き・届出方法のご案内

契約内容の変更、保険証券（保険証書）の紛失、保険金

の請求をする場合の手続き・届出の方法や、必要書類の詳

細を当社ホームページに掲載していますので、ご利用くだ

さい。
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事例１

保険金のお支払いについて5

5-1 保険金をお支払いできる事例とお支払いできない事例

保険金の支払請求時に、保険金受取人さまからご提出い

ただきました書類の内容に基づいて、保険金の支払可否に

ついて、審査を行います。

審査の結果、保険契約の責任開始前に疾病にかかってい

たなどの理由により、保険金等をお支払いできない場合も

ございます。

当社は、保険金の速やかなお支払いを実現するため、査

定人材の育成を進めているほか、システム支援による事務

処理の簡素化・支払体制の強化に努めています。

また、平成19年12月に入院保険金、死亡保険金等の手続

きについて解説した冊子「保険金等のご請求について」を

作成し、郵便局等に備え付けています。この冊子は、入院

保険金等の手続きに関するお問い合わせを目的として郵便

局等に来局されたお客さまに交付しているもので、保険金

の支払請求の手続きがスムーズに行えるよう配慮してい

ます。

次の事例１から事例６において、保険金等をお支払いで

きる場合又はお支払いできない場合を分かりやすくご説明

するため、代表的な事例を参考として挙げています。ご契

約の保険種類、特約種類、ご加入時期によっては、取扱い

が異なる場合があります。

死亡保険金のお支払い（告知義務違反による解除）

保険契約に加入する前の「慢性C型肝炎」での通院治療の事実について、会社所定の質問表（告知書）に正しい告知をし

ないで加入された場合

お支払いできる場合 お支払いできない場合

ご加入後１年で「慢性C型肝炎」とはまったく関係のな

い「胃がん」で死亡されたケース

ご加入後１年で「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」

で死亡されたケース

【ご説明】

保険契約にご加入いただく際には、申込時における被保険者さま（学資保険等の場合は、ご契約者さま及び被保険者さ

ま）の健康状態について正確に告知をしていただく必要があります。

しかしながら、悪意又は重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実とは異なる内容を告知された場合には、保

険契約を解除させていただき、死亡保険金はお支払いしません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と死亡の原因

に全く因果関係のないことが認められたときには、保険契約は解除となりますが死亡保険金はお支払いします。

121,216

18,858,390

お支払いできなかった件数

お支払い件数

■ 平成19年度の保険金等お支払いの状況等

区　　　分 件　　　数

（注１）件数には死亡保険金、入院保険金、手術保険金等を含み
ます。

（注２）件数には簡易生命保険契約にかかる件数を含みます。

●お支払い件数とお支払いできなかった件数

（単位：件）

0

0

298

0

651

120,267

0

121,216

詐欺無効

不法取得目的無効

告知義務違反解除

重大事由解除

免責事由該当

支払事由非該当

その他

お支払いできなかった件数の合計

理　　　由 件　　　数

●お支払いできなかった件数の理由別内訳

（単位：件）
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お支払いできる場合 お支払いできない場合

●被保険者さまの不注意

被保険者さまがうっかりわき見運転で路肩に衝突して死

亡されたケース

●軽度の酒酔い状態での事故

被保険者さまが飲酒をしていたが、横断歩道を通常に歩

行中に、走行してきた車にはねられ死亡されたケース

●被保険者さまの重大な過失

被保険者さまが自動車を運転し、危険な行為であること

を認識できる状況下であるにもかかわらず、高速道路を逆

走して対向車に衝突して死亡されたケース

●泥酔の状態を原因とする事故

被保険者さまが泥酔して車道上に寝込んでいたところを

走行してきた車にはねられ死亡されたケース

【ご説明】

被保険者さまがかんぽ生命保険契約の契約日から起算して（簡易生命保険契約の場合は効力発生後）１年６か月を経過

した後に、不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に死亡されたときは、普通保険約款又は簡易生命保

険約款に定める保険金をお支払いします。ただし、被保険者さまに重大な過失がある場合、泥酔の状態を原因として招い

た事故等の場合には、お支払いはいたしません。

事例２ 保険金の倍額支払（免責事由への該当）

お支払いできる場合 お支払いできない場合

両方の眼球が完全に失明された（眼鏡等により矯正した

視力が0.02以下となり回復の見込みが全くないと診断され

た）ケース

眼鏡等により矯正された視力が0.02以下となったが回復

の見込みがあるため、現在治療中であるケース

【ご説明】

被保険者さまが普通保険約款又は簡易生命保険約款に定める重度障がいの状態に該当し、また、その重度障がいの状態

が固定し、かつ、回復する見込みがなくなった場合に、ご契約者さまからその通知を受けて被保険者さまへ死亡保険金を

お支払いします。

事例３ 重度障がいによる死亡保険金のお支払い（障がいの状態と回復の見込み）

お支払いできる場合 お支払いできない場合

保険契約にご加入された後に「椎間板ヘルニア」にかか

り入院されたケース

保険契約にご加入される前にかかっていた「椎間板ヘルニ

ア」が保険契約に加入された後に悪化して入院されたケース

【ご説明】

入院保険金は、責任開始の時期（簡易生命保険契約の場合は効力発生日、以下同様とします。）以後にかかられた疾病又

は不慮の事故により受けた傷害（ケガ）を原因とする入院に対しお支払いするものですから、責任開始の時期前にかから

れていた疾病又は不慮の事故により受けられた傷害（ケガ）を原因とする入院については、お支払いの対象とはならない

ものです。

なお、ご契約（特約）により、責任開始の時期以後一定期間経過後は、責任開始の時期前の疾病を原因とする入院でも

お支払いする場合があります。

事例４ 入院保険金のお支払い（責任開始時前の発病）

かんぽ生命の現状200856
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お支払いできる場合 お支払いできない場合

胃がんにより130日入院した後に退院し、その１年２か月

後に再び胃がんにより130日の入院をされたケース

１回目の入院について120日分お支払いいたします。２回

目の入院についても、新たな疾病による入院とみなして120

日分お支払いいたします。

胃がんにより130日入院した後に退院し、その2か月後に

再び胃がんにより130日の入院をされたケース

１回目の入院については、120日分お支払いいたしますが、２

回目の入院については、１回目の入院と通算しますので、支払

日数の限度（120日）を超えることになり、お支払いできません。

【ご説明】

当社の入院特約及び簡易生命保険の入院特約は、一つの疾病又は傷害（ケガ）による入院について、お支払いする入院保険金

は、120日分を限度としています。ただし、疾病による入院の場合、ご契約（特約）により、被保険者さまが病院を退院後１年

（無配当疾病傷害入院特約の場合は180日）を経過してから再度同じ疾病を原因として入院したときは、新たな疾病にかかったも

のとみなして入院保険金をお支払いします。

事例５ 入院保険金のお支払い（支払日数限度の超過）

お支払いできる場合 お支払いできない場合

手術保険金のお支払対象は、入院保険金の支払われる入院期間中に、特約条項又は簡易生命保険約款の別表に定める手

術に該当する手術を受けた場合となります。

【ご説明】

各入院関係の特約条項又は簡易生命保険約款の別表において、手術保険金の支払対象となる手術の種類を定めています。

いずれの手術にも該当しない場合、いずれかの手術に該当しても、その手術をした入院に係る入院保険金が支払われない

場合、又は入院をしないで手術のみ受けた場合は、手術保険金をお支払いしません。

事例６ 手術保険金のお支払い（所定の手術への該当）

※所定の手術につきましては「ご契約のしおり」に記載の特約条項をご確認ください。

5-2 「支払通知書払渡未済通知書」によるご案内

当社は、保険金、年金、解約等による還付金及び契約者配

当金等を、通常払によりご請求いただきましたお客さまに対

して「支払通知書」を発行し、ご指定の郵便局の窓口等にお

いて、お受け取りいただくようご案内しています。

また、「支払通知書」発行後、３か月、６か月又は１年を

経過してもなお、お受取りになられていないお客さまには、

「支払通知書払渡未済通知書」を発行し、できるだけ早くお

受け取りいただきますようご案内をしています。保険金等を

まだお受取りになられていないお客さまは、「支払通知書」、

印章及びご本人であることを確認できる健康保険証・運転免

許証等の証明書類をご持参の上、お近くの郵便局の窓口等に

おいてお受け取りいただきますようお願い申し上げます。

5-3 「支払請求案内」の送付の徹底

例えば、死亡保険金の請求があった場合に、被保険者さ

まが病院で亡くなっていることが確認できたときは、亡く

なる前に入院されていた可能性がありますので、入院給付

金のご請求を案内するなど、お客さまから保険金の支払請

求がされていない場合であっても、保険金を支払うことが

できるもの及び保険金を支払うことができる可能性がある

ものについて、「支払請求案内」を送付しています。
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引受・支払体制の強化6

6-1 引受査定担当者の指導・教育

新商品や新制度の創設時に行う制度改正講習会、医的査

定基準の改正時等に行う業務研究会等を実施するとともに、

医的査定標準の遵守に係る自主点検を継続的に行い、引受

査定担当者の審査能力向上に努めています。

6-2 ご契約をお引受けする際の査定

被保険者さまの健康状態等に基づき査定を行っています。

当社では、ご契約者さま間の公平性を保つため、保険金の

お支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。傷

病歴等を告知された場合、告知された傷病歴等の内容によ

っては、ご契約又は特約をお断りすることもございます。

なお、傷病歴等を告知された場合は、支店又は郵便局の

担当者から、ご契約のお申込み後に告知内容についてご確

認させていただく場合があります。

6-3 支払査定担当者の教育・研修

当社の支払査定担当者に対する教育として、新商品・新

サービスの新設時に行う制度改正講習会に加え、定期的な

審査能力向上訓練等を実施しているほか、一定の要件を満

たした社員を対象に、平成20年度より、生命保険協会主催

の「生命保険支払専門士」の資格取得を推進し、支払査定

能力の更なる向上を図ります。

6-4 保険金支払拒絶契約に対する弁護士審査の実施

「被保険者さまの重過失又は酒に酔っている間に生じた事

故により倍額保険金の支払を拒絶する保険契約」、「被保険

者さまの自殺又はご契約者さま等の故殺により基本契約に

係る死亡保険金の支払を拒絶する保険契約」については、

客観的・中立的な視点で審査結果を確認するため、サービ

スセンターの審査とは別に弁護士の審査を受けることとし

ています。弁護士により不十分と判断された案件について

は、再調査等を行ったうえ、改めて審査を行い、弁護士の

再審査を受けることとしており、お客さまからの保険金請

求に対して客観性・中立性の高い審査を行っています。

6-5 支払管理態勢の検証・見直し

お客さまの目線での各種サービス向上をめざすため、保

険金支払業務プロセスの全般的な総点検を行い、迅速かつ

適正な支払業務を実現すべく組織、規程、事務取扱及びシ

ステムの改善に取り組んでまいります。

また、支払査定業務の品質向上と安定的なサービス提供

を図るため、支払査定業務の経験や専門性を要する人材の

育成に中長期的に取り組むとともに、支払査定業務の中心

的な役割を担うサービスセンターの業務改革を推進してま

いります。

当社は、以下の取組みを通じて、適正で公平なお引受け、お支払いの審査（査定）に努めています。
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新規開発商品・サービスの状況7

7-1 無配当傷害入院特約、無配当疾病傷害入院特約　　　　　＜平成20年7月＞

お客さまにとって「分かりやすく、利便性の高い商品」

開発の第１弾として、お客さまからのご要望が多かった入

院特約の内容を見直すとともに、保険金等の請求における

入院特約「その日から」は、１日以上の入院を支払対象

とするとともに、従来の手術保険金の支払対象を公的医療

保険制度に連動させ大幅に拡大するなど、基本的な保障を

シンプルで分かりやすくご提供する商品として平成20年７

月に販売を開始しました。

7-2 「指定代理請求特則」の取扱い　＜平成20年7月＞

指定代理請求特則をご利用いただきますと、重い病気を

患ったため意思表示ができなくなり被保険者ご本人が受取

人である保険金等のご請求ができないような場合に、あら

かじめ指定した指定代理請求人からご請求いただけます。

「その日から」の保障内容 

無配当疾病傷害入院特約、入院保険金日額15,000円（特約保険金額1,000万円）の場合 

＊1 　日帰り入院とは、入院日と退院日が同一である場合をいい、入院基本料の支払の有無等を参考にして判断します。 
＊2 　入院を伴うへんとう腺切除術等、所定の公的医療保険制度対象の手術を手術保険金のお支払い対象に拡大しました。 

※特約保険金のお支払い事由やお支払いの制限事項等各事項についての詳細は、「ご契約のしおり・約款」でお確かめください。 

●病気・ケガで入院したとき【入院保険金】 

　１日以上の入院（日帰り入院＊１を含みます）についてお支払い 

15,000円×入院日数 

　　　　　　　（120日限度） 

●病気・ケガで手術を受けたとき【手術保険金】 

　入院を伴う手術＊２についてお支払い 

手術の種類により 

　15,000円×5倍、10倍、20倍、40倍 

●病気・ケガで長期入院したとき【長期入院一時保険金】 

　入院日数が継続して120日になった場合についてお支払い 
30万円（特約保険金額の3％） 

（入院保険金日額） 

（入院保険金日額） 

利便性の向上を図るため、「指定代理請求特則」の取扱いを

開始しました。また、法人向け商品の受託販売も始めていま

す。

「指定代理請求特則」の仕組み 

かんぽ生命 保険契約者 被保険者 

指定代理請求人 

支払 

保険契約 

対象となる保険金等の代理請求 

指定 
同意 

一
定
の
範
囲 
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7-3 法人向け商品の受託販売　〈平成20年6月〉

お客さま利便性の向上及び収益源の多様化を図るため、

主として経営者の死亡退職金、弔慰金及び事業承継資金の

確保を目的とした定期保険及び当該保険に付加する特約の

受託販売を平成20年6月より全ての直営店で開始しました。

商品の供給を受ける生命保険会社は、アイエヌジー生命保

険株式会社、アクサ生命保険株式会社、アメリカン・ライ

フ・インシュアランス・カンパニー、住友生命保険相互会

社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、日本生命保

険相互会社、三井住友海上きらめき生命保険株式会社及び

明治安田生命保険相互会社です。なお、生命保険会社によ

って商品数や販売開始時期が異なります。

保険金等の受取人である被保険者（保険料の払込免除の

請求等又は重度障がいによる死亡保険金に係る重度障がい

の通知の場合には、被保険者と同一人である保険契約者）

が保険金等の請求をできない次の事情があるときは、指定

代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等

の請求をすることができます。

○　保険金等の請求の意思表示が困難
であると当社が認めた場合 

○　当社が認める傷病名の告知を受け
ていない場合 

○　長期間こん睡状態にある場合や、慢性的な
意識障がいがあり周囲との意思疎通が完全
に喪失している場合が対象 

○　悪性新生物が対象 

保険金等の請求をできない主な事情 具体例 

次のいずれかに該当する方を、指定代理請求人に指定することができます。

・被保険者の戸籍上の配偶者

・被保険者の直系血族

・被保険者の兄弟姉妹

・被保険者と同居し、又は被保険者と生計を一にしている被保険者の３親等内の親族

・被保険者が受け取ることとなる保険金等の請求（例　入院保険金、手術保険金、被保険者が受取人に指定されている場合

の満期保険金、生存保険金　等）

・被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除の請求等

・被保険者と保険契約者が同一人である場合の重度障がいの通知

すべての基本契約についてご利用が可能です。

この特則をご利用するに当たり、新たな保険料の払込みは必要ありません。

平成19年9月30日以前にご加入いただいた簡易生命保険のご契約（確定拠出終身年金保険を除きます。）につきましても、

指定代理請求制度をご利用いただくことが可能です。

（１）指定代理請求が可能な場合

（２）指定代理請求人の範囲

（３）対象となる保険金等

（４）付加対象商品

（５）その他

【参　考】
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企業経営者の方へ8

8-1 企業経営におけるリスクと資金需要

経営者・ 
役員 

従業員 

経営者・役員のニーズ 

従業員のニーズ 

○事業保障対策 
○勇退退職金対策 
○死亡退職金対策 
○事業承継・相続対策 

○福利厚生対策 
○退職金対策 
○死亡退職金対策 
○休業補償対策 

企業経営には、さまざまなリスクが伴います。とりわけ

従業員の退職金やケガ・死亡時の保障、経営者・役員の

方々の万が一の際の一時的な資金需要に対しては、会社の

業績や資金繰りに影響が及ばぬよう、平常時からの計画的

な資金確保が求められます。

8-2 法人向けの主な商品

経営者・ 
役員 

従業員 

活用される生命保険商品 
○定期保険 
　・大型保障で企業防衛 
　・退職金・弔慰金に活用可能 
○逓増定期保険 
　・退職金・弔慰金準備に有効 
　・増加する保障で企業成長を支援 

活用される生命保険商品 
○養老保険（全員加入型） 
　・死亡弔慰金・見舞金・退職金等の福利 
　　厚生制度の充実がはかれます。 
 

ニーズに対応する商品例 

当社では、さまざまなニーズに対応した商品を充実させ

ております。自社商品として、養老保険及び定期保険のほ

か、平成20年6月から他の生命保険会社の法人向け商品の

受託販売を開始し、今まで以上に企業経営者の皆さまの幅

広いニーズにお応えできるように努めています。

企業経営者の皆さまが抱えている主なニーズとそれに対

応できる商品を以下の表でご紹介します。
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自社引受商品

受託販売商品

□新フリープラン（普通養老保険）
□新フリープラン2・5・10倍型（特別養老保険）
□新一病壮健プラン（特定養老保険）

□新普通定期保険（普通定期保険）

□逓増定期保険
□長期平準定期保険

具体的な商品名

■ 法人向け商品一覧

フリーダイヤルでかんぽコールセンター又はサービス

センターお客さま相談窓口につながります（相談内容に

よっては、かんぽコールセンターからサービスセンター

に転送することがあります。）。

相談窓口名 

かんぽコールセンター 

仙台サービスセンター 

東京サービスセンター 

岐阜サービスセンター 

京都サービスセンター 

福岡サービスセンター 

電話番号
 

　 

〒905-0017　名護市大中1-19-24　 

〒980-8792　仙台市青葉区上杉3-2-7 

〒109-8792　東京都港区三田1-4-60 

〒502-8792　岐阜市鷺山1769-3 

〒606-8792　京都市左京区松ヶ崎横縄手町8 

〒812-8792　福岡市中央区大濠公園1-1

所在地 

※おかけ間違いのないよう 
ご注意ください。 

0120-552-950

■受付時間

●かんぽコールセンター

平日／9：00～21：00

土・日・休日／9：00～17：00

（1月1日～3日を除く。）

●サービスセンターお客さま相談窓口

平日／9：00～17：00

かんぽコールセンターでは、保険商品、保険料のご案内

等一般的なご相談にお答えしています。

なお、各種保険金請求後の支払状況についての確認等個

別の契約に関することなどは、サービスセンターお客さま

相談窓口からお答えします。

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※個別の契約に関するお問い合わせの際は、保険証券（保険証書）
番号をあらかじめお確かめのうえ、おかけください。
※ご契約者ご本人さまもしくは正当な請求権者以外の方からのお問
い合わせ・お申し出につきましては、ご回答できない場合があり
ます。
※かんぽコールセンター及びサービスセンターへのお電話は、電話
対応品質の向上、お客さまとの通話内容確認のため録音させてい
ただいていますので、あらかじめご了承願います。

お客さま相談窓口9

ホームページでの受付けは24時間行っています。ご回答

は、原則営業日の9：00～17：00の間の対応とさせていた

だきます。

※ご回答については、電話か電子メールのうち、ご希望の方法をお
選びください。
※かんぽネットクラブに関するお問い合わせには、電子メールでご
回答させていただきます。
※ご照会を受け付けた時間やご照会内容により、即日にご回答でき

ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。土日休
日にご照会された場合は、ご回答は翌日以降（12月31日～1月3日
にご照会された場合は1月4日以降）の営業日になります。

●かんぽホームページ

http://www.jp-life.japanpost.jp/contact/cnt_index.html

9-1 お電話でのお問い合わせ

9-2 インターネットでのお問い合わせ
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業務委託 

業務委託 

承継 

日本郵政公社 
簡易生命保険契約 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 
簡易生命保険契約 

株式会社かんぽ生命保険 
簡易生命保険契約のお取扱い（郵便局への委託） 

郵便局株式会社 
郵便局で簡易生命保険契約のお取扱い 

民営・分社化についてのかんぽ生命からのお知らせ10

10-1 民営・分社化の概要

平成19年10月１日、日本郵政公社の民営・分社化により、

持株会社である「日本郵政株式会社」の下、グループ会社

である「郵便事業株式会社」、「郵便局株式会社」、「株式会

社ゆうちょ銀行」、「株式会社かんぽ生命保険」の４つの事

業会社が誕生しました。

民営・分社化により、簡易生命保険契約に係る権利及び

義務は、管理機構に承継されましたが、保険金等のお支払

い、保険料の収納、住所変更、各種お申し出への対応等の

実際の業務は当社に委託されています。また、簡易生命保

険に関するこれらの業務は、当社から郵便局株式会社に業

務委託していますので、簡易生命保険のサービスを郵便局

でもご利用いただいています。

10-2 政府保証について

民営・分社化前にご加入いただいた簡易生命保険契約は、

管理業務が管理機構に引き継がれ、その簡易生命保険契約

が消滅するまで管理されます。保険金等のお支払いについ

ての政府保証も、その契約が消滅するまで継続します。

当社の生命保険契約は、民営・分社化前の簡易生命保険

契約とは異なり、保険金等のお支払いについての政府保証

はございません。他の生命保険会社と同様、保険契約者保

護制度（P66、67参照）が適用されます。

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構とは 

　独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、郵政民営化に当たり、郵便貯金（定期性の郵便貯金等）、及

び簡易生命保険を日本郵政公社から承継し、適正かつ確実に管理を行うとともに、郵便貯金及び簡易生命保険に係

る債務を確実に履行することを目的とする独立行政法人です。 

　郵政民営化法では、簡易生命保険契約に基づく管理機構の保険責任のすべてを当社に再保険すること、及び簡易

生命保険契約の管理に関する業務を当社に委託することが定められています。 

　この規定に基づき簡易生命保険契約を日本郵政公社から承継することにより、簡易生命保険契約の保険者は「日

本郵政公社」から「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に変更となりました。 
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10-3 簡易生命保険契約の契約変更について

民営・分社化により簡易生命保険法が廃止されたため、

民営・分社化以降は簡易生命保険の新たなご契約のお申込

みはできません。したがいまして、民営・分社化前にご加

入いただいた簡易生命保険契約の保障内容を大きくする契

約変更もできなくなりました。

※財形住宅貯蓄保険、財形年金養老保険及び財形終身年金保険を除きます。

簡易生命保険契約について、平成19年10月1日以降、お取扱いはできない契約変更 

1. 基本契約の変更増額契約による変更   

2. 基本契約の同種増額契約による変更（財形年金養
老保険に係るものを除く。）    

3. 保険期間延長契約による変更    

4. 払込期間延長契約による変更    

5. 介護割増年金額の増額契約による変更    

6. 特約の追加変更契約による変更    

7. 特約の同種増額契約による変更    

8. 特約の種類変更契約による変更    

9. 特約の種類変更増額契約による変更    

10. 配偶者追加変更契約による変更    

11. 保険料一時払による年金額の増額（更正後の基本

年金額が即時型の年金保険への変更前の基本年金

額を上回ることとなるものに限る。）    

12. 保証期間付定額型据置終身年金保険から保証期間
付逓増型据置終身年金保険への変更    

13. 保証期間付逓増型据置終身年金保険から保証期間
付定額型据置終身年金保険への変更 

14. 保証期間なし定額型据置終身年金保険から保証期
間付定額型据置終身年金保険への変更    

15. 保証期間なし定額型据置終身年金保険から保証期
間付逓増型据置終身年金保険への変更    

16. 保証期間付定額型据置終身年金保険から保証期間
なし定額型据置終身年金保険への変更    

17. 保証期間付逓増型据置終身年金保険から保証期間
なし定額型据置終身年金保険への変更    

18. 据置夫婦年金保険への変更    

19. 年金支払期間の延長    

20. 据置終身年金保険への変更    

21. 年金額のみの増額変更    

22. 保険期間の延長変更（財形住宅貯蓄保険を除く。）    

23. 保険料額の増額変更（財形住宅貯蓄保険及び財形
終身年金保険を除く。）    

24. 保険料払済契約の復旧（財形住宅貯蓄保険、財形
終身年金保険及び財形年金養老保険を除く。）    

25.一時払保険料額の増額変更 
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10-4 加入限度額について

法令により、民営・分社化後も被保険者１人当たりの加

入限度額が定められており、被保険者１人当たりの保険と

年金保険の基本契約及び特約の加入限度額について、民

営・分社化後も民営・分社化前と変更はございません。た

だし、その管理方法に一部相違点がございますのでご注意

ください。

管理方法の主な相違点 

1. 簡易生命保険契約及び当社の生命保険契約の通算で加入限度額の管理を行います。 

  

2. 生存保険金のお支払いにより保険金額が差し引かれるタイプの保険に加入している場合、加入限度額の管理方法

は、簡易生命保険契約と当社の生命保険契約とで異なります。 

　簡易生命保険契約では、生存保険金の支払事由が発生した後、生存保険金額を差し引いた後の保険金額で管理し

ますが、当社の生命保険契約では、生存保険金をお支払いした後も、ご加入時点での基本契約の保険金額で加入

限度額の管理を行います。  

 

3. 簡易生命保険又は当社の生命保険に加入している被保険者さまの契約が失効し、復活のお申込みをされる場合、

簡易生命保険契約及び当社の生命保険契約を通算した金額と、復活の時点での被保険者さまの満年齢により加入

限度額の管理を行います。このため、ご加入時点では加入限度額の条件を満たしていても、復活時点での被保険

者さまの満年齢で加入限度額の管理を行った結果、加入限度額を超過する場合は、その契約の復活はできません。 

10-5 個人情報の承継について

民営・分社化時点で日本郵政公社が保有していた簡易生

命保険契約に係るご契約者さま、被保険者さま等（以下本

項で「お客さま」といいます。）の個人情報に関しまして

は、郵政民営化法に基づき政府の認可を受けた「日本郵政

公社の業務等の承継に関する実施計画」により、管理機構

及び当社が日本郵政公社から承継する業務・機能に必要な

範囲内において承継させていただいています。

当社が承継により取得したお客さまの個人情報（入院履

歴等の保健医療に関する情報を含みます。）に関しまして

は、従来と同様に生命保険の業務の適切な運営を確保する

ため、以下の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用さ

せていただきます。

※保健医療に関する情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、
保険金・給付金等のお支払い及び医事研究・統計等の目的に限定し
て利用させていただきます。

日本郵政公社から承継した個人情報の利用目的 

1. 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い 

　【例】各種保険契約の引き受け、維持管理、保険金等の支払いのための調査  

2. かんぽ生命からの関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供 

　【例】商品・サービスのご案内のための訪問、ダイレクトメールの発送  

3. かんぽ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 

　【例】ディスクロージャー冊子のご送付、商品・サービス等の開発  

4. お客さまとのお取引の適切かつ円滑な履行 

　【例】お取引に関するお問い合わせ、ご相談への対応 
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生命保険契約者保護機構11

11-1 生命保険契約者保護機構とは

生命保険契約者保護機構（以下「保護機構」といいます）

は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の

会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に

係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻

保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継

保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金

の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う

等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業

に対する信頼性を維持することを目的としています。

保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破

綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難にな

ることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機

構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、

加入している保険契約の継続を図ることにしています。

保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連

動型保険契約の特定特別勘定＊1に係る部分を除いた国内に

おける元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約＊2

を除き、責任準備金等＊3の90%とすることが、保険業法等

で定められています（保険金・年金等の90％が補償される

ものではありません。＊4）。

なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減

に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、

契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予

定事業費率等）の変更が行われる可能性があり、これに伴

い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわ

せて、早期解約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の

継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特

別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあります。

＊1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契約に係る特別勘定を指
します。更正手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更正計画を作成することが可能です（実際に削減しないか否かは、
個別の更正手続の中で確定することとなります。）。

＊2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超えていた契約を指します（注2）。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以
下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。

＊3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金等をいいます。
＊4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90％が補償されるものではありません。

【高予定利率契約の補償率】＝　90％－｛（過去５年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷２｝

（注１）基準利率は、生保各社の過去５年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっていま
す。現在の基準利率は、当社又は保護機構のホームページで確認いただけます。

（注２）一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した
保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保
険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結さ
れているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険
契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか
否かを判断することになります。

生命保険契約者保護機構　TEL 03-3286-2820
ホームページアドレス　http://www.seihohogo.jp/

民営・分社化後の当社の生命保険契約は、民営・分社化

前の簡易生命保険契約とは異なり、保険金等のお支払いに

ついての政府保証はございません。他の生命保険会社と同

様、保険契約者保護制度が適用されます。



67

か
ん
ぽ
生
命
に
つ
い
て

事
業
の
概
況
・
業
績

保
険
会
社
の
運
営

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介

11-2 仕組みの概略図

（注１）上記の「財政措置」は、平成21年（2009年）３月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金
だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

（注２）破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。
この場合における支払率及び買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります（高予定利率契約については、（＊２）に記載の率
となります。）。

※補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される
可能性があります。

救済保険会社が現れた場合 

保護機構 

救済保険会社 保険契約者等 

破綻保険会社 

国 

民間金融機関等 

会員保険会社 

補償対象保険金支払
に係る資金援助 

保険契約の全部･一部の移転 
合併、株式取得 

補償対象 
保険金の 
支払（注2） 

 
資金援助 

保険金請求権等の買取り（注2） 

保険金等の支払 

負担金の拠出 

資金貸出 
 
財務措置 
（注1） 

救済保険会社が現れない場合 

保護機構 

保険契約者等 国 

民間金融機関等 

会員保険会社 

補償対象保険金支払
に係る資金援助 

保険契約の引受け 

保険契約の承継 補償対象 
保険金の 
支払（注2） 

保険金請求権等の買取り（注2） 

保険金等の支払 

負担金の拠出 

資金貸出 
 
財務措置 
（注1） 

承継保険会社 

破綻保険会社 
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